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平成 28年度第２回日野市入札及び契約等監視委員会議事概要 

 

開催日時場所 
平成 28年 10月 27日（木） 午前 10時 00分～午前 11時 30分 

日野市役所 5階 501会議室 

出席委員 

委員長 西浦 定継（明星大学理工学部教授） 

委 員 濱中 大輔（税理士 星野・濱中会計事務所） 

委 員 山下 太郎（弁護士 日野市民法律事務所） 

議事次第 

１． 開会 

２．審議事項 

（１）日野市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類資源化施設建設工事（総合評価方式）について 

（２）抽出案件について（平成 28年 5月 1日から平成 28年 9月 30日までの総務課契

約締結分） 

（３）談合情報 

３．その他 

４．閉会 

質問・意見 回答 

２（１）日野市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類資源化

施設建設工事（総合評価方式）について 

・どのような参加資格要件を設けているの

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・11 月に告示する日野市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

類資源化施設建設工事について、高度技

術提案型の総合評価方式で実施します。

本件のみ適用となる総合評価方式の落

札者決定基準について、意見徴取を行う

ものです。 

参加資格要件は、プラント整備企業と建

築整備企業を含む共同企業体、またはプ

ラント整備企業単体企業であることと

しました。地域要件については、制限を

設けていません。申請業種については

「機械器具設置」を登録していることの

他に、共同企業体の場合は「建築工事」

を登録していることを要件にしました。

その他、経審点数の設定、特定建設業の

許可を有すること、一級建築士事務所の

登録があることなどを参加資格要件と
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・選定委員会のメンバーはどういう構成

か。 

 

・入札参加を見込んでいる業者はいるの

か。 

 

 

 

 

・落札者決定基準のうちの審査項目には、

メンテナンスに関する評価は入ってい

るのか。 

 

 

 

 

 

 

 

・入札価格に関する得点化方法で用いてい

る算出式は一般的なものか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・入札価格に関する事項以外の評価が５段

階評価となっているが、これは一般的な

のか。 

 

（２）抽出案件について 

・抽出案件の概要説明を事務局に求める。 

しています。 

・市職員５名と、専門的な視点からの意見

徴取のためとして外部から２名の合計

７名の構成です。 

・本件は、東京都の積算基準単価が無いた

め、複数のメーカーヒアリングを参考に

設計金額を決めたという経緯がありま

す。そのため、ヒアリングを行なった複

数のメーカーからは本件に対して意欲

的な発言はいただいているところです。 

・本件は、施工と建設が対象です。運営に

ついては別に契約を行うことから、メン

テナンスに関する評価は入っていませ

ん。当初、「施工・建設・運営」をまと

めて１案件として入札を行うことも検

討しましたが、最終的には「施工と建設」

についての案件となりました。そのた

め、本件を落札した建設業者と連携しな

がら運営業務の内容について決めてい

こうと考えています。 

・入札価格の得点化については、まず最小

の入札価格となった提案に対し、価格に

関する配点の満点を付与します。その他

の提案については、最低入札価格との比

率〔(最低入札価格/入札価格)×配点〕

による算定式を用いています。他自治体

の資源化施設工事の算出式を調査した

結果、同じ考え方の算出式を用いている

ことから、一般的な算出式であると考え

ています。 

・他自治体の資源化施設工事の評価方法を

調査した結果、５段階評価が主流となっ

ています。 

 

 

・今回の審査対象期間は、平成 28年 5 
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○工事について 

・「下水道施設管路更生（28-1）工事」に

ついて、今年度は契約手続きがうまくいっ

た、ということか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○委託について 

・「遊具・体育設備等保守点検業務委託（日

野一小ほか１５施設）」について、指名

業者を協会に加入している業者に限定

している理由は何か。 

 

 

 

月 1日から平成 28年 9月 30日までとなっ

ています。 

 この間に総務課で契約締結した案件の

総数は 406件です。 

・全体に占める特命随意契約案件の割合は

約 30％、落札率 95％以上の案件の割合

は約 70％強と、前年度と傾向は変わって

いません。 

 

 

・本件は、下水道管の更生工事です。前年

度も同種工事を実施していますが、契約

手続きにおいて、入札に参加を希望する

業者がなく、２回入札を中止したという

経緯がありました。参加を希望する業者

がいなかった原因のひとつとして、特殊

な工法を必要とする工事と一般的な工

法の工事が混在した案件であったこと

から、市内業者としては、施工困難と判

断したためと考えられます。そのため、

今年度は「特殊な工法による工事」とそ

れ以外の「一般的な工事」に案件を分け

て入札を実施しました。結果、２案件と

もに１度の入札で落札者を決定するこ

とができました。前年度の教訓を生かし

て案件の設定の仕方を工夫した結果と

考えています。 

 

 

・本件は、小中学校・幼稚園に設置されて

いる遊具・体育設備等について、劣化状

況等の情報収集、安全性の確認及び      

機能保全を図るための点検業務です。 

協会に加入している業者は、協会が定め

た安全基準に基づいて点検業務を行な

っていることから、協会に加入している
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・「緑地信託地等保全管理業務委託（その

２）」について、どのような場合に指名

停止や無効が適用されるのか、あらかじ

め業者には示しているのか。 

 

 

 

 

 

 

○備品について 

・「小型消防ポンプ積載車購入」について、

登録有効期限切れにより指名すること

ができなかった業者がいたということ

だが、その業者は登録の手続きを忘れて

いたのか。 

 

 

 

（３）談合情報について 

・日野市において、過去に談合情報はあっ

たのか。 

 

 

 

 

 

・業者へ聞き取り調査をするにあたり、そ

の発言内容を証明するのは難しいと思

うが。 

業者を指名することで、良好な施工の確

保が期待できるということが理由です。 

・本件は、緑地信託地等 25 箇所の樹木剪

定・伐採及び下草刈り等を実施するもの

です。契約手続きにおいて、１者の札入

れを民法の「表示上の錯誤」に該当する

と判断し無効としました。指名停止につ

や無効の取扱いについては、ホームペー

ジに掲載しており、入札に参加を希望す

る業者はいつでも確認できるようにな

っています。 

 

 

・本件は、市内消防団に配置する小型消防

ポンプ積載車２台を更新するものです。

指名通知を出す時点では有効期限切れ

で指名をすることが出来なかった業者

はその後、改めて登録手続きを行ってい

ることからすると、手続きを忘れていた

と思われます。 

 

 

・今年度実施した工事案件において、落札

者決定の公表直前に談合情報がありま

したが、調査の結果、談合の事実を確認

することはできませんでした。過去に

は、平成２０年に一度、談合情報はあり

ましたが、調査の結果、談合の事実は確

認できませんでした。 

・市に捜査権があるわけではないため、発

言した内容の信ぴょう性について確認

するのは難しいと感じています。そのた

め、最終的には業者から、談合の事実は

無い旨の誓約書の提出を求めていると

ころです。 

 


